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はじめに

本マニュアルでは、社会保険料率や標準報酬月額の変更と、

それにともなう「保険料のお知らせ」の作成方法をご案内します。

『台帳』では定時決定や随時改定により標準報酬月額が

変更となった場合、新しい報酬を個人情報に登録し、

顧問先宛に「保険料通知」の作成が可能です。

※『台帳』では社会保険料率は自動で変更されない仕様のため、

　手動で社会保険料率の設定を変更する必要があります。



1.　社会保険料率の変更方法
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1. 「台帳ＭＥＮＵ」画面の「事務所情報他」をクリックします。

2. 「パターン料率」をクリックし、「パターン料率」タブを選択します。

目次へ戻る↑

1.1.　パターン料率の変更

【『台帳』を複数台で共有利用している場合のご注意】

パターン料率の変更は、『台帳』が1台のみのパソコンで開かれている状態で実施

してください。

複数台のパソコンで開いている状態で料率の変更をした場合、変更内容が正常に

保存されない原因となります。

➢ 料率変更のタイミングについて

変更前の料率での保険料のお知らせの出力が完了後、新しい社会保険料率で

「保険料のお知らせ」を作成する前までに変更の操作をおこないます。

※「保険料のお知らせ」の作成は「4. 保険料通知の作成方法(14～30ページ)」を

　ご参照ください。



1.　社会保険料率の変更方法
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2. 「現在料率」欄に新しい料率を入力し、「×」でフォームを閉じます。

※複数のパターンを設定している場合、パターン番号ごとに各料率の入力を
　おこない、すべての登録を完了後「×」でフォームを閉じます。

※「備考」欄には都道府県名や適用年月等、任意の内容の記載が可能です。
　(例：愛知　R07/3)

3. 変更したいパターン番号を選択し、「現在→旧」をクリックすると、
「現在料率」欄に登録の各料率と備考の内容を「旧料率」へ移動します。

💡　ポイント

　　「現在→旧」により移動した内容は、元に戻せません。

　　料率をもとの状態に戻す場合は各料率欄に直接手入力をしてください。

目次へ戻る↑
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1.　社会保険料率の変更方法

1. 事業所ファイルを開き「会社情報」＞「社会保険」タブをクリックします。

新規顧問先の事業所ファイルにおける初期設定や、既存の事業所ファイルで

料率パターンの選択を変更する場合は下記操作が必要です。

2. 「パターンの選択」枠内＞「料率パターン」の「▼」をクリックし、

その事業所で利用する料率パターンを選択します。

※選択した料率パターン番号に設定の料率や備考欄を各項目に表示します。
　選択したパターンの内容確認に活用してください。

目次へ戻る↑

1.2.　各事業所へのパターン料率の反映

※



3. 登録したいパターン番号を選択し、各保険料ごとの端数処理設定を

プルダウンから選択後、「×」でフォームを閉じます。

※選択できる端数処理方法は「円未満切捨」「50銭以下切捨」「50銭未満切捨」
　「円未満切上」です。

※複数の端数処理パターンを設定する場合、パターン番号ごとに各保険料の
　端数処理設定の選択をし、すべての登録を完了後「×」でフォームを閉じます。

※セルズソフトの端数処理の計算方法の詳細はこちらをご参照ください。

2.　端数処理の変更方法　
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2. 「パターン料率」をクリックし、「端数処理」タブを選択します。

1. 「台帳ＭＥＮＵ」画面の「事務所情報他」をクリックします。

目次へ戻る↑

2.1.　端数処理パターンの設定

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406158847641
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2. 「パターンの選択」枠内＞「端数調整パターン」の「▼」をクリックし、

その事業所で利用する端数調整パターンを選択します。

※選択した端数調整パターン番号に設定の端数処理設定を各項目に表示します。
　選択したパターンの内容確認に活用してください。

💡　ポイント

　　『台帳』では、会社負担分の保険料を「本人料率＋会社負担料率」に

　　標準報酬月額を乗じて得た金額より、本人負担分を差し引いています。

　　そのため、会社負担分の端数処理は、合計で円未満を切り捨てます。

1. 事業所ファイルを開き「会社情報」＞「社会保険」タブをクリックします。

2.　端数処理の変更方法　

目次へ戻る↑

2.2.　各事業所での端数処理パターンの選択

※



2. 左の従業員一覧より新標準報酬月額を登録する従業員を選択し、

「基本情報」タブを開きます。

3.　新標準報酬月額の変更
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1. 事業所ファイルを開き、「個人情報」をクリックします。

目次へ戻る↑

3.1.　従業員ごとの標準報酬月額の変更



3.　新標準報酬月額の変更
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4. 「現在」枠内の報酬月額欄に新報酬月額を入力後「↓」をクリックすると、

健保、厚年の欄に自動で等級を反映します。

改定年月は「元号(半角英数)YY/MM」形式で手入力してください。

目次へ戻る↑

3. 「標準報酬月額」枠内の「→」をクリックします。

※「現在」枠内の情報を「従前」枠内の各項目へ、「従前」枠内の情報を
　「標準報酬月額記録」枠内にテキスト情報として移動します。

💡　ポイント

　　手順3にて標準報酬月額や等級の情報を移動した場合、データを元に戻す

　　ことができません。誤って移動した場合は手入力で修正してください。



2. 「標準報酬更新」タブをクリックし、読み込みをする保存データの
手続き名にチェックを入れ「読込」をクリックします。

※以降の手順は「算定基礎届」の保存データによる一括更新を例にご案内します。
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1. 事業所ファイルを開き、画面左下の「ツール」をクリックします。

3.　新標準報酬月額の変更

3. 適用する保存データを選択し、「読込」をクリックします。

※「直近1年」にチェックを入れると1年以内の保存データを、「すべて」に
　チェックを入れると、台帳に保存済みの保存データをすべて表示します。

目次へ戻る↑

3.2.　事業所ごとの一括変更

算定基礎届・月額変更届で作成した保存データを利用し、事業所ごとの一括変更が

可能です。

※算定基礎届のデータ作成方法は「算定基礎届作成マニュアル」をご参照ください。

※月額変更届のデータ作成方法は「月額変更届作成マニュアル」をご参照ください。

※

https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/sante.pdf
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/getuhen.pdf
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💡　ポイント

● 標準報酬月額を更新しない被保険者がいる場合は、氏名左側の「変更」欄に

「1」を入力すると、「×」が表示され更新対象から外すことが可能です。

● 7,8,9月の月額変更届該当者がいる場合、先に月額変更届該当者の

標準報酬を変更し、算定基礎届の新標準報酬の変更をしてください。

※個人情報の改定年月に該当年月(2024年度ならR06/07、R06/08、R06/09)が

　入力済みの場合、自動的に変更欄が「×」となり、更新対象から外れます。

● 保存データの内容を個人情報へ反映する際、「健保No」がキーとなります。

被保険者名に関係なく同一の「健保No」へ反映する仕様のため、保存データ

作成時と現在の個人情報で「健保No」が変更されている場合、個人情報の

「健保No」を保存データ作成時と同じ番号にし、標準報酬の更新作業を

おこなってください。

● 社保喪失日が登録されている場合(75歳以上の方など)は、氏名左側の

「変更」欄に「×」 が表示されますが、「Delete」キーや

「BackSpace」キーで「×」を削除すると、一括更新が可能になります。

3.　新標準報酬月額の変更

4. 「標準報酬月額の更新」シートが開き、手順2～3(12ページ)で読み込みした

保存データと、現在個人情報に登録の標準報酬月額や各等級を一覧で

表示します。

「更新」をクリックすると、保存データの内容を個人情報に反映します。

※「更新」前に必ず保存データの内容の確認をお願いします。

※従前の標準報酬・改定年月が不正確になるため、標準報酬の更新は2回以上
　実行しないでください。もし2回以上更新した場合、ただちに事業所ファイルを
　「保存しないで終了」してください。

読み込みした保存データの内容 「個人情報」に現在登録済の内容

目次へ戻る↑



1. 事前に個人情報にて以下の必須項目を登録します。

4.　保険料通知の作成方法
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2. 全ての処理ファイル＞グループ「得喪・社会保険」＞「保険料通知」を
選択し「開く」をクリック、または「保険料通知」をダブルクリックします。

目次へ戻る↑

4.1.　作成画面の起動



2. 左のリストより保険料のお知らせを作成する従業員をすべて選択します。

リスト下部のボタンを切り替えることにより該当の対象者の選択が可能です。

※従業員リストでは、個人情報に登録の被保険者を表示します。
※社会保険の「喪失日」欄が入力されている場合はリストに表示されません。
※「退社日」欄の入力の有無は、従業員リストの表示に関係しません。
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4.　保険料通知の作成方法

1. 「条件入力」をクリックします。

➢ 「被保険者状況」について

リストの「被保険者状況」欄は、個人情報の「基本情報」タブに登録の

「被保険者状況」や「社会・雇用保険関係」タブの二以上勤務者等の

頭文字を表示しています。

※「条件入力」フォーム下部の「被保険者状況について」をクリックすると、

　各登録状況における保険料計算の詳細を表示します。

【被保険者状況の表示項目の概要】

育：育児休業者、産前産後休業者(社会保険免除)

特：特定第二号被保険者(介護保険負担有)

海：海外勤務者(介護保険適用除外)

二：二以上勤務者

目次へ戻る↑

4.2.　条件入力方法
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4.　保険料通知の作成方法

💡　ポイント

● 定時決定のお知らせ作成の場合、「保険年齢判定基準」で「9月」を

選択します。

● 介護保険、厚生年金は「保険年齢判定基準」における年齢により

該当/非該当を判断します。

目次へ戻る↑

3. 「変更区分」「保険年齢判定基準」を選択し「計算」をクリックします。

各項目の詳細は下部表をご参照ください。

項目名 説明

変更区分

A:月額変更届・算定基礎届後のお知らせ用

B:料率改定のお知らせ用

C:標準報酬月額変更＋料率改定後のお知らせ用

D:保険年齢判定基準月に介護保険に該当・非該当、
　厚生年金に非該当になる被保険者用

保険年齢判定基準 年齢算出のため枠内の「年月」を選択します。

計算 設定した各項目の内容で「保険料通知」を作成します。



2. 出力する帳票にチェックを入れ「印刷」または「PDF作成」をクリックします｡

※「印刷」の場合はExcelに設定のプリンタより出力します。プリンタの設定は
　Microsoftのサポートサイト等でご確認ください。

※PDFファイルはデスクトップに作成されます。
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1. 「印刷」または「PDFへ」をクリックします。

4.　保険料通知の作成方法

「4.2. 条件入力方法(15～16ページ)」で設定した内容にて、保険料のお知らせを

表示します。

従業員本人の負担分(画面左)と、会社負担分(画面右)の計算結果の確認が可能です。

💡　ポイント

　　条件入力のリスト上に従業員が表示されているにも関わらず、「保険料の

　　お知らせ」に表示されない従業員がいる場合、以下の可能性が考えられます。

　　個人情報に登録の内容を確認・修正をしてください。

✓ 「健保No」が個人情報に入力されていない。

✓ 個人情報に入力されている「健保No」が他の従業員と重複している。

✓ 個人情報に「社会保険資格取得年月日」が入力されていない。

目次へ戻る↑

4.3.　印刷/PDF出力



4.　保険料通知の作成方法
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「計算」クリック後に表示される「保険料のお知らせ(社会保険料の一覧)」のほか、

以下帳票の作成も可能です。各種帳票のボタンをクリックし表示・出力してください｡

【合計表】　　　　　　　　　　　　　　　

本人と会社負担の社会保険料の合計を

お知らせするための通知書です。

【比較通知書】　　　　　　　　　　　　

従前の保険料と変更後の保険料を表示し、

比較できる通知書です。

中央の「▲」「▼」をクリックすると

表示する月の変更(※)が可能です。

(※)月の表示のみを変更するため、
　　保険料等通知書の内容は変わりませんので
　　ご注意ください。

【個人通知書】　　　　　　　　　　　

個人別にお知らせするための通知書です。

A4用紙に3名分表示します。

「作成」をクリックし、個人別通知書を

作成する従業員を選択後「表示」をクリック

すると画面上で通知書の確認が可能です。

「個人別印刷」をクリックで、1名分表示に

切り替えができます。

目次へ戻る↑

4.4.　作成できる帳票の種類
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1. 「定型文言」をクリックします。

4.　保険料通知の作成方法

2. タイトルや文言を設定したい帳票のタブを選択します。

※「下の文言を他の帳票にも適用する」枠内の各帳票名にチェックを入れると、
　「保険料通知」のタブで設定したタイトル・文言と同じ内容を適用します。

※チェック項目の帳票にて、個別でタイトルや文言の変更をする場合は、
　チェックを外し、該当の帳票タブから個別に設定をしてください。

目次へ戻る↑

4.5.　定型タイトルや文言の設定・変更方法

4.5.1.　保険料通知でのタイトル・文言設定
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💡　ポイント

　　「次回起動時もこの文言を適用する」にチェックが入っていない場合、

　　次回「保険料通知」を起動した際は、登録済みのタイトル・文言のうち、

　　最初に登録されているタイトル・文言を表示します。

4.　保険料通知の作成方法

3. タイトルの「▼」をクリックし、表示のタイトルリストより使用する
タイトルを選択します。
文言は「← →」をクリックし、使用する内容を選択します。

4. 各タブの設定が完了したら「登録」をクリックで設定したタイトル・文言を

各帳票へ反映します。

※設定した内容を、次回起動時も適用する場合は、「次回起動時もこの文言を
　適用する」にチェックを入れ、「登録」をクリックします。

目次へ戻る↑

※
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4.　保険料通知の作成方法

目次へ戻る↑

4.5.　定型タイトルや文言の設定・変更方法

4.5.2.　文言の新規作成

既定の文言以外に、任意の文言の登録が可能です。

2. 文言登録フォーム右下の「文言の編集」をクリックします。

フォームの下部に入力フォームが表示されるので、「文言」タブを

選択後「新規登録」をクリックします。

1. 「定型文言」をクリックします。



4.　保険料通知の作成方法

22 目次へ戻る↑

3. フォーム最下部に入力欄が表示されるので、追加したい文言を

直接入力し、「登録」をクリックします。

💡　ポイント

　　新しい文言を「登録」すると文言のパターンが1つ増え、文言欄に新しく

　　登録した内容が追加されます。

4. 追加した文言を帳票に適用する場合、文言欄の「← →」で新たに追加した
文言を選択し「登録」をクリックします。

※文言の設定方法の詳細は
　「4.5.1. 保険料通知でのタイトル・文言設定(19～20ページ)」をご参照ください｡

ここに新しい文言を入力
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4.　保険料通知の作成方法

2. 文言登録フォーム右下の「文言の編集」をクリックします。

フォームの下部に入力フォームが表示されるので、「タイトル」タブを

選択後「新規登録」をクリックします。

目次へ戻る↑

4.5.　定型タイトルや文言の設定・変更方法

4.5.3.　タイトルの新規作成

既定のタイトル以外に、任意のタイトルの登録が可能です。

1. 「定型文言」をクリックします。
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4.　保険料通知の作成方法

3. フォーム最下部に入力欄が表示されるので、追加したいタイトルを

直接入力し、「登録」をクリックします。

💡　ポイント

　　新しいタイトルを「登録」すると、タイトルのパターンが1つ増え、

　　タイトル欄に新しく登録した内容が追加されます。

4. 追加したタイトルを帳票に適用する場合、タイトル欄の「▼」で
新たに追加したタイトルを選択し「登録」をクリックします。

※タイトルの設定方法の詳細は
　「4.5.1. 保険料通知でのタイトル・文言設定(19～20ページ)」をご参照ください｡

目次へ戻る↑

ここに新しいタイトルを入力
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4.　保険料通知の作成方法

2. 文言登録フォーム右下の「文言の編集」をクリックします。
フォームの下部に入力フォームが表示されるので、「文言」タブを選択後、
変更する文言を「▼」より選択します。

1. 「定型文言」をクリックします。

目次へ戻る↑

4.5.　定型タイトルや文言の設定・変更方法

4.5.4.　登録済み文言の編集

登録済みの文言を任意の内容に編集することが可能です。
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4.　保険料通知の作成方法

3. 「文言」欄で任意の内容に編集し「変更」をクリックします。

目次へ戻る↑

4. 編集した文言を帳票に適用する場合、文言欄の「← →」で編集した文言を
選択し「登録」をクリックします。

※文言の設定方法の詳細は
　「4.5.1. 保険料通知でのタイトル・文言設定(19～20ページ)」をご参照ください｡
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4.　保険料通知の作成方法

目次へ戻る↑

4.5.　定型タイトルや文言の設定・変更方法

4.5.5.　登録済みタイトルの編集

登録済みのタイトルを任意の内容に編集することが可能です。

1. 「定型文言」をクリックします。

2. 文言登録フォーム右下の「文言の編集」をクリックします。

フォームの下部に入力フォームが表示されるので、「タイトル」タブを

選択後、変更するタイトルを「▼」より選択します。
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4.　保険料通知の作成方法

3. 「タイトル」欄にて内容を編集し「変更」をクリックします。

目次へ戻る↑

4. 編集したタイトルを帳票に適用する場合、タイトル欄の「▼」で編集した
タイトルを選択し「登録」をクリックします。

※タイトルの設定方法の詳細は
　「4.5.1. 保険料通知でのタイトル・文言設定(19～20ページ)」をご参照ください｡
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4.　保険料通知の作成方法

目次へ戻る↑

4.6.　よくある質問 Q&A集

Q1
条件入力で「計算」をクリックすると「この条件では被保険者は見つかりません」と
表示され保険料通知の作成ができません。

A1

個人情報で「社会保険取得日」が未登録か、「健保No」が重複している可能性があります。

「健保No」は退職者と同じ健保Noを使用している場合でも重複に当たりますので、
退職者の健保Noを変更しご対応ください。

※変更前の健保Noは個人情報のその他タブ内にあるメモ等に残しておくことをお勧めいたします。

Q2 なぜか厚生年金が計算されない被保険者がいます。

A2
個人情報で「生年月日」が未入力の可能性があります。

※基金加入事業所では、65歳以上の場合パターン料率に「基金65以上」の項目があります。あわせて
　ご確認ください。

Q3 保険料計算で表示される従業員の並びを変更したいです。

A3
「保険料計算」は個人情報の並び順で作成されます。
保険料計算の前に、個人情報を任意の順番に並び替えをし、計算を実行してください。

※個人情報「ツール」＞「並び替え」タブより並び替えが可能です。詳細はこちらをご参照ください｡

Q4 70歳になり厚生年金の資格喪失をした人がリストに表示されません。

A4

個人情報に「社会保険喪失日」が登録されている可能性があります。

70歳以上75歳未満の場合、社会保険喪失日は入力せず、厚生年金の標準報酬等級を削除する
ことで正しく表示されるようになります。

※各年齢による個人情報登録に関する詳細はこちらをご参照ください｡

Q5 75歳以上の被保険者も社会保険料が計算されてしまいます。

A5

『台帳』では、70歳以上の厚生年金は年齢判別により自動的に「0」になりますが、
健康保険の75歳判定はおこなっていません。

75歳以上の方は個人情報で社保喪失日を入力してください。

※各年齢による個人情報登録に関する詳細はこちらをご参照ください｡

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151163417
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/20321302881177
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/20321302881177
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4.　保険料通知の作成方法

💡　ポイント

　　ここに記載のない「保険料通知」に関するよくあるお問い合わせなどは

　　「台帳サポートサイト」でもご案内しています。

目次へ戻る↑

Q6 保険料通知を作成したら、合計額だけが「#value」と表示されます。

A6
料率パターンの欄に余分な文字や記号等が入っている可能性があります。
「.」等の不要な文字や小数点が二つ入力されていないかご確認ください。

Q7 医師国保等で厚生年金だけを計算する方法はありますか。

A7 「健保No」には厚生年金の番号を入力し、健保の等級は空欄でデータを作成してください。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/sections/4404891695385


5.　介護保険の端数処理について(各ソフト共通)
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💡　ポイント

　　厚生労働省によると、計算方法はどちらでも良いとされています。

　　納付書には健康保険と介護保険、厚生年金保険料がすべて合算された額が

　　記載されるため、セルズソフトはなるべく納付書に近い額となるように

　　上記方法を採用しています。

セルズソフトでは、介護保険料は以下のように計算します。

※介護保険料だけの端数処理はできません。

①標準報酬等級に健康保険料率を乗じます。

　　104,000　×　50.15　÷　1,000　＝　5,215.6 → 5,216円(50銭以下切捨)

②標準報酬等級に介護保険料率を乗じます。

　　104,000　×　 7.95　 ÷　1,000　＝　826.8 → 827円(50銭以下切捨)  

【計算例の基本情報】

標準報酬月額：104,000円、健康保険料率：50.15/1000、介護保険料率：7.95/1000

端数処理の設定は50銭以下切り捨て

➢ 他社ソフトの介護保険料計算一例：介護保険料は介護保険料率を直接掛け算

①標準報酬等級に健康保険と介護保険を合算した料率を乗じて合計保険料を
　算出します。

　　104,000　×　(50.15＋7.95)　÷　1,000　＝　6,042.4 → 6,042円(50銭以下切捨)

②標準報酬等級に健康保険の料率を乗じて健康保険料を算出します。

　　104,000　×　50.15　÷　1,000　＝　5,215.6 → 5,216円(50銭以下切捨)

③ ①で計算した合計額から②を差し引いて介護保険料を算出します。

　　6,042　－　5,216　＝　826円

(健康保険料)

(介護保険料)

(健保＋介護)

(健康保険料)

(介護保険料)

目次へ戻る↑
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6.　二以上勤務者の按分計算について

個人情報で二以上勤務者に関する項目を設定することで、社会保険料を按分計算し､

保険料通知を作成することが可能です。

※健康保険と厚生年金で按分金額が異なる場合や、主たる事業所と従たる事業所で
　保険料率が異なる場合は正しい金額で計算できない場合があります。

※以下設定をしても保険料計算結果が正しく表示されない場合は、保険料通知の金額を

　手入力してください。詳細な手順はこちらをご参照ください。

※二以上勤務者は比較通知書で従前の金額を表示することができません。

目次へ戻る↑

1. 個人情報＞「基本情報」タブをクリックし、「標準報酬月額」(円単位)・

「健保」「厚年」の各等級を登録します。

※この事業所で支払われている給与の報酬月額とそれに相当する等級を設定します。

💡　ポイント

　　従たる事業所では「健保No」が入力されていないケースがあります。

　　保険料通知を作成する場合、「健保No」は必須項目となりますので、

　　ダミーの番号を入力し、保険料通知の作成をおこなってください。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151233945
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6.　二以上勤務者の按分計算について

💡　ポイント

　　主たる事業所と従たる事業所で社会保険料率が違う場合、二以上勤務者は

　　通常どちらの社会保険料率を使用するか選ぶことができますが、

　　『台帳』では、「保険料通知」を作成する事業所で登録されている

　　社会保険料率を適用します。

　　個人ごとに保険料率を変更することはできないため、保険料の計算結果が

　　異なる場合は、保険料通知の金額を手入力してください。

　　※金額の手入力の詳細な手順はこちらをご参照ください。

目次へ戻る↑

2. 個人情報＞「社会・雇用保険関係」タブをクリックし、「二以上勤務者」の
チェックと「二以上勤務報酬合算額」(円単位)を登録します。

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151233945
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6.　二以上勤務者の按分計算について

①合算報酬月額に対する報酬月額を等級表から求めます。

　284,234円　→　280,000

②下記式にあてはめて介護保険料を求めます。

　合算報酬月額等級×料率×(A)の報酬月額÷合算報酬月額

　280,000 × 7.95 ÷ 1000 × (151,230円 ÷ 284,234円) ＝ 1,184.36…

　→ 1,184円(50銭以下切捨)

 

③②と同様の式で健康保険料を求めます。

　280,000 × 50.15 ÷ 1000 × (151,230円 ÷ 284,234円) ＝ 7,471.20…

　→ 7,471円(50銭以下切捨)

④②と③で求めた各保険料を合計し、社会保険料計を算出します。

　　1,184円 ＋ 7,471円 ＝ 8,655円

目次へ戻る↑

➢ 保険料計算と端数処理について

『台帳』の「保険料通知」では、二以上勤務者の保険料の按分計算を

以下のように計算し端数処理をおこないます。

※計算結果は誤差が生じる場合があります。

※健康保険と厚生年金で按分金額が異なる場合や、主たる事業所と従たる事業所で
　保険料率が異なる場合は正しい金額で計算できない場合があります。

※保険料計算結果が正しく表示されない場合は、保険料通知の金額を手入力して
　ください。詳細な手順はこちらをご参照ください。

【計算例の基本情報】

主たる事業所(A)の報酬月額：151,230円、合算報酬月額：284,234円、

健康保険料率：50.15/1000、介護保険料率：7.95/1000

端数処理の設定は50銭以下切り捨て(健康保険)

(介護保険料)

(健康保険料)

(健保＋介護)

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151233945
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